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（公印省略） 

 

「食品表示基準Ｑ＆Ａ」の一部改正について 

 

食品表示基準（平成 27年内閣府令第 10 号）の施行から約３年が経過し、経過措置期間

の終了が近づいている中、事業者、地方公共団体等からの問合せ等を受け、食品表示基準

における解釈で運用を変更する必要があると判断した点、明確化すべきと判断した点等

について、別紙新旧対照表のとおり本Ｑ＆Ａを改正しましたので、関係者に対する周知を

お願いします。 

また、併せて、食品表示制度の周知についても、経過措置期間の終了が近づいているこ

とから、より一層きめ細やかな周知活動に御協力願います。 

 


